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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2019年５月 22日開催の取締役会において、定款一部変更について、2019年６

月 27日開催予定の第 118回定時株主総会に、下記のとおり付議することを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

  当社事業の現状に即し、今後の事業展開に対応するため、現行定款第２条（目的）に

ついて、事業目的の追加及びこれに伴う項数の繰下げを行うものであります。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２条（目 的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

 １．次の品目の製造、加工、販売、施工

に関する事業 

（１）～（９）（条文省略） 

（新設） 

 ２．～10．（条文省略） 

（新設） 

  

  

 11．前各項に付帯関連する一切の事業 

第２条（目 的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

 １．次の品目の製造、加工、販売、施工

に関する事業 

（１）～（９）（現行どおり） 

（10）化学工業製品及びその原料 

 ２．～10．（現行どおり） 

11．医薬品、医薬部外品及び化粧品並び

にその原料の開発、販売、製造及び

製造販売に関する事業 

 12．前各項に付帯関連する一切の事業 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日          2019年６月 27日（木） 

  定款変更の効力発生日               2019年６月 27日（木） 

 

以上 


